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桜の便りの次には、つつじの便りが舞い込んできました。日中は初夏の陽気を感じることもありますが、まだま

だ朝晩はひんやりとしています。体調には十分気をつけていただければと思います。平素は本校の教育活動にご

理解とご支援をいただき感謝申し上げます。ありがとうございます。 

毎年、５月号の学校だよりでお伝えしていることですが、７９年前の１９４７年５月３日、第二次世界大戦の反省

と日本の未来に希望と期待を込めて、日本国憲法は施行されました。昨今の国際情勢を鑑みると、改めて日本

国憲法の草案、公布、施行に関わった先人たちの熱意と努力に、尊敬と感謝の気持ちでいっぱいになります。と

てもありがたいことです。 

さて本校の学校教育目標は「自分も人もしあわせになる学校をめざして～うれしい！ わくわく！ だいすき！ い

っぱいの学校にしよう～」ですが、日本国憲法をはじめとする、きまりやルールは、私たちを幸せにしてくれるもの

なのでしょうか。 皆さんは、きまりやルールによって、自由や行動が制限されることをどう思っておられるでしょう

か。 また、皆さんの中には「きまりやルールなんてない方がいいよ」とこれまで思ったことはなかったでしょう

か・・・。 しかし・・・ 私はきまりやルールのない社会は、自分も人もしあわせにしてくれる社会とは思えないので

す。なぜなら、誰かが悲しい思いをしているのではないかと思うからです。 

小学校では、特別の教科 道徳できまりやルールの意義や大切さについて学習します。また学級活動（学活）

の学習で話合い活動 ＝ 学級会を行います。その学習では、学校や学級をよりよいものにするために、一人一

人が自分の意見を出し合い、他者の意見とくらべ合いながら、合意形成を図るためのプロセスを学習します。体

育科の学習では、運動に関する技能を身につけるだけでなく、お互いにルールを守ることで、みんなが楽しくゲ

ーム（試合）を進めることができることを知り、普段の生活に活かしていくことを学びます。もちろん、上記の学習

だけでなく、学校生活における全ての教育活動を通して、きまりやルールは、自分も人もしあわせになるために大

切なことの一つだなと実感を伴って学びます。これからも、毎日の学校生活が、健やかに、うれしい！ わくわく！ 

だいすき！ があふれる学校にするために尽力していきたいと思います。引き続き、ご支援・ご協力の程 よろしく

お願いいたします。                                                     校長 居林 晃一郎  

自分も人もしあわせになる学校をめざして ～うれしい！ わくわく！ だいすき！ いっぱいの学校にしよう～ 

【しあわせへの道しるべ】  きまりやルールの意義や大切さを学ぶ 

 



創立１５４周年  京都市立川岡小学校 
明治５（１８７２）年９月２４日創立 

校 長   居林 晃一郎 

〒615-8106 京都市西京区川島滑樋町 14 

電話 075（381）2032 ファックス 075（391）5031 

ホームページ URL http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/kawaoka-s/ 

   

日 曜 学 校 行 事 

1 金 希望制個人懇談会 

2 土  

3 日  

4 月  

5 火  

6 水   

7 木 5 月朝会  

8 金 修学旅行説明会（6 年）16：00～ 

9 土   

10 日  

11 月 委員会 

12 火 眼科検診 2・5 年 1 組  

13 水 食の学習 非行防止教室 4 年③ 体力テスト（4・5・6 年） 

14 木 耳鼻科検診 9：00～ 

15 金 学校探検①②（1・2 年） 

16 土  

17 日  

18 月 にこにこWeek クラブ 聴力検査 5 年 代表委員会 

19 火 検尿 チャレンジ体験（桂川中学生） 

20 水 保の学習 検尿 チャレンジ体験 

21 木 チャレンジ体験 聴力検査 3 年 1 年生を迎える会③ 

22 金 チャレンジ体験 聴力検査 2 年 全校 5 時間授業（5－3 以外） 

23 土  

24 日  

25 月 聴力検査 1 年 4 年総合ゲストティーチャー（松永信也さん） 

26 火 心臓検診 1 年（9：00～10：30）非行防止教室 5 年③ 山の家保護者説明会 16：00～ 

27 水 内科検診 4・6 年 13：45～ 読み聞かせ 1 年（中間） 春の交流会１組 

28 木 歯科検診 2・5 年 9：00～ 

29 金 引き渡し訓練⑤ 

３０ 土  

31 日  

[６月の主な予定] あくまでも予定です。 
1（月）6 月朝会 委員会 ２（火）３（水）修学旅行 ４（木）避難訓練 6 年午前中授業 視力・聴力１組  
８（月）クラブ 視力検査 6 年 代表委員会 ９（火）眼科検診 1・3 年 10（水）再検尿 11（木）歯科検診 1・3年  

12（金）視力検査 5年 内科検診 1・3年 1 組 15（月）視力検査 4 年 クラブ 16（火）視力検査 3年    
17（水）視力検査 2年 情報モラル教室 3・4 年 18（木）心臓二次聴診 19（金）視力検査 1年 自由参観②③ 情報モラル教室 5・6年  
22（月）眼科検診 4・6年 クラブ 24（水）内科検診 2・5 年 25（木）たてわり結成式 たてわり遊び 26（金）全校 5 時間授業 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業参観・懇談会 4/22 
 今年度最初の授業参観・懇談会を行いました。授業参観では、それぞれ新しい学年、クラスになりドキドキしている

様子や頑張っている様子をみていただけたのではないかと思います。懇談会でも、川岡小学校が大切にしているこ

と、学年として、クラスとして大切にしていきたいことをお伝えすることができたと思います。これからも、学校とお家の

方が同じ方向を向いて子ども達の成長を支えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 歩き方教室 1年 ４/２２ 

西京区役所、西京警察署、ＰＴＡ本部役員の皆様等、多くの方々にお世話になり「歩き方教室」を開催しまし

た。子どもたちは、警察署の方のお話を聞いて、どうすれば道路を安全に歩けるのか一生懸命考えていました。

右側通行や交差点での右左後ろの確認、道路をまっすぐ横断することなど、体育館に作られた道路を真剣な表

情で歩く姿が見られました。これからも、保護者の方、地域の方に見守られながら安全に登下校できるようにしま

しょう。 

2年生 ６年生 

１年生 

５年生 ４年生 ３年生 

1組 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

☆自由参観のご案内 

 自由参観を行います。2時間目、3時間目の

学習を参観していただけますので、ぜひ子ども

たちの姿を見に来ていただければと思います。 

日時：６月１９日（金） ２・３校時 

    2校時   9時 35分～10時 20分  

    中間休み 10時 20分～10時 40分 

    3校時   10時 40分～11時 25分 

場所：各教室  授業内容は各学年のお便りをご

覧ください。 

☆なお、5年生・6年生は、情報モラル教室とし

て、情報モラルインストラクターの方にきていた

だき、担任と一緒に授業をしていただく予定で

す。 

☆今回の参観は、中間休みをはさみます。児童が

運動場を使用するため、自転車ではお越しい

ただけません。ご理解ください。 

☆保護者の皆様も各校舎の昇降口から教室に入

っていただきますようよろしくお願いします。 

☆令和８年度 授業予備日について☆ 

今年度も、やむを得ない臨時休校や学級閉鎖等に伴う授業日数減に備えるため「授業予備日」を設定します。「授

業予備日」は、全市統一的な２日間の設定となっております。下記の２日間でいずれも午前中授業です。 

なお、「授業予備日」は、感染症や災害の発生等による予期できない臨時休校等が生じた際の授業回復のための

ものであり、休校等がなければ通常通り夏季休業日・冬季休業日となります。 

   令和８年 １２月２５日（金） ２８日（月） 

☆教材費「銀行振替」について☆ 

本校では、毎月１０日が、銀行振替日となっています。（１０日が土日・祝日の場合は、その翌日）４・５月分のみ、 

５月１１日に一括振替となります。振替ができない時は、多額の現金をお子様が持ち運ぶことになります。できる限り現

金での集金にならないように、毎月通帳の残高にご留意していただき、確実に自動振替ができるようにお願いします。 

 

【校舎の地図】 


